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第１章 行動計画策定にあたって 

１ 計画策定の趣旨  

本市では平成２７年３月に、次代を担う子どもたちを安心して生み育て、親と子が健やかに暮ら

すことができる地域づくりを目指し、第２期次世代育成支援行動計画と子ども・子育て支援事業計

画を一体的に構成した、すくっぴープラン２を策定し、「社会全体で子ども・子育てを支援するまち

づくり」と「家庭教育が重要」の２つの視点を大切にしながら子ども・子育て家庭への支援施策の推

進に取り組んできました。 

 

計画期間中は、平成２８年４月に子育てサポートセンターを多賀城駅前に移転新築し、平成 30 年

10 月には、子育て世代包括支援センター※事業を開始し、妊娠・出産から子育て期までの切れ目の

ない支援体制の充実を図りました。 

また、教育・保育施設等※においては、保育の質の向上と地域の子ども・子育て支援を図るため、

公立保育所２か所に基幹保育所※機能を設けました。 

児童発達支援では、本市の発達支援システムを活用し、児童発達支援センター「太陽の家」を中核

に医療、保健、教育、福祉など各分野の関係機関と連携、協力しながら発達が気になる子どもが地域

で生活できるよう支援を行いました。 

 

また、国民生活基礎調査※によると、2015 年（平成 27 年）の子どもの貧困率は 13.9%となっ

ており、子どもの貧困にかかる諸問題については、全国的に取り上げられている重要課題です。 

本市では、子どもの健全な成長を促し、子どもの可能性を大きく広げるための施策につなげるこ

とを目的として、平成 31 年 1 月に「子どもの生活に関する実態調査」を実施しました。 

 

このように、地域の子育て支援ニーズに応じた取り組みは行ってまいりましたが、依然として少

子化の進行、子育てニーズの多様化、子どもの貧困問題の表面化や虐待への対応など、社会情勢や

子どもを取り巻く環境も変化してきており、さらなる子育て支援の充実が求められているところで

す。 

 

本計画は、次世代育成支援行動計画（前期計画）で取り組んできた施策を点検・評価し、検証を行

いながら、社会環境の変化や本市の現状と市民のニーズの変化に対応するための指針とすることに

加え、新たに「子どもの生活に関する実態調査」結果を踏まえた子どもの貧困対策を盛り込み、後期

計画として策定するものです。 

                                                   
※子育て世代包括支援センター 、教育・保育施設等、基幹保育所、国民生活基礎調査   資料「用語解説」P70 
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２ 計画の位置づけ 

本計画は、次世代育成支援対策推進法第 8 条に基づく「市町村行動計画」として位置付けるもの

であり、令和２年度（平成３１年度に計画期間１年延伸）を最終年度とする、たがじょうすくっぴー

プラン２（第２期多賀城市次世代育成支援行動計画）の後期計画です。後期計画においては、子ども

の貧困対策の推進に関する法律第 9 条第２項に基づく「子どもの貧困対策」を追加し、将来を担う

子どもたちを安心して生み育てることができ、親と子が健やかに暮らすことができる地域づくりを

目指すものです。 

本市の最上位計画である「第六次多賀城市総合計画」をはじめ、子ども・子育て支援事業計画や多

賀城市地域福祉計画等の関連計画や、宮城県が策定する「みやぎ子ども・子育て幸福計画」との整合

を図るものです。 

 

■計画の位置付け 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

○多賀城市地域福祉計画          ○教育振興基本計画 

○多賀城市障害者計画           ○多賀城市男女共同参画推進計画 

○多賀城市子ども・子育て支援事業計画   ○健康たがじょう２１プラン  

○みんなの笑顔を守る防犯まちづくり基本計画                    

など 

 

■ 主な関連計画 

整合 

たがじょうすくっぴープラン２ 
第２期多賀城市次世代育成支援行動計画（後期計画） 

多賀城市子どもの貧困対策計画 

整合 

第六次多賀城市総合計画 

〇次世代育成支援対策推進法 

〇子どもの貧困対策の推進に関
する法律 

■ 根拠法令 

■ 上位計画 
〇みやぎ子ども・子育て幸福計画 
〇宮城県子どもの貧困対策計画 

■ 宮城県計画 

整合 
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３ 計画期間 

前期計画では、上位計画である第六次多賀城市総合計画が令和３年度を始期として策定されるこ

とを踏まえ、計画期間を１年延伸し、令和２年度までとしました。 

後期計画においては、次世代育成支援対策推進法の期限は令和６年度までですが、第六次多賀城

市総合計画の計画期間に合わせ、令和３年度～７年度の５年間を計画年度として策定します。 

ただし、子どもや子育てを取り巻く社会状況の変化等により、必要に応じて、計画期間中に見直

しを行う場合があります。 

４ 達成状況の点検・評価 

本計画を着実に推進するため、目標の達成状況や各事業の実施内容・成果について庁内関係各課

で構成する「多賀城市子ども・子育て支援施策検討委員会」において点検・評価を行います。   

また、市民や地域活動団体、関係機関からなる「多賀城市子ども・子育て会議」を開催し、毎年度

の目標達成状況や各事業の実施内容・成果を点検し、評価するとともに、必要に応じて見直しを行

います。 

なお、結果については市のホームページ等を通して市民に公表します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｄｏ
計画の推進 

......................... 
・事業の実施 

・行政と各主体との協働 

Ｓｅｅ 
計画の評価 

......................... 
・目標達成状況や事業 
実施内容・成果の点検

・予算編成時の事業検討 

Ｐｌａｎ 
計画の策定 

........................... 
・計画の策定・審議・見直し

・成果指標の設定 

着実な推進

基本方針 

基本施策 

事務事業 

2005～2014

H17～H26年度（10年間） H27～R2年度（6年間） R3～R7年度（5年間）

2015～2025

第2期次世代育成支援行動計画

（後期計画）

子どもの貧困対策計画

第1期次世代育成支援行動計画
（前期5年間・後期5年間）

第2期次世代育成支援行動計画
（前期計画）

※Ｈ31 計画期間１年延伸

必要に応じて見直し


